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ディジタル信号処理システム技術調査専門委員会

設置趣意書

システム技術委員会

１．目的

 ディジタル信号処理技術は，幅広い産業分野において横断的に適用される基本要素技術である。そのため，

新しい技術分野の登場は，ディジタル信号処理技術に対する新しい要求に直結する。高品質な情報通信シス

テムの構築には，ハードウェアからアプリケーションまでを包括的に考慮したディジタル信号処理システム

が必須である。ディジタル信号処理とは，信号サンプル列に対する処理技術であり，その実体はソフトウェ

アもしくはディジタル回路で構成したハードウェアである。例えば，近年の IoTに代表される情報技術の急

速な発展に対して要求されるディジタル信号処理技術には，大容量データに対する高速なアルゴリズムの構

築や，複数の異なる入出力を組み合わせたシステムの設計，ディジタル信号処理技術を最大限活用した新し

い応用技術の創生などシステム技術の開発・応用が強く望まれている。本調査専門委員会では，数多く存在

するディジタル信号処理技術とその応用について調査するとともに，ハードウェア・信号処理・アプリケー

ションを一体として扱う包括的な信号処理システム技術の可能性について検討する。

２．背景および内外機関における調査活動

ディジタル信号処理は通信，医療，音響，計測，制御等様々な分野における基盤技術であり，半世紀以上

にわたり盛んに研究され，いまなお発展を遂げている。境界領域の技術である性質上，数理，計算機，アル

ゴリズム，デバイス等の研究の活性化，インターネット等情報インフラの整備，スマートフォン，タブレッ

ト端末の高性能化と急速な普及，電気自動車，IoT 機器，ヘルスケア等のアプリケーションの台頭などを受

け，ディジタル信号処理技術がカバーすべき領域はますます広がっている。

このような背景のもと，システム技術委員会の下に本調査専門委員会の前身である，「ディジタル信号処理

システム最適化技術調査専門委員会」（陶山健仁委員長，平成29年（2017年）7月～令和2年（2020年）

6 月）が設置され，ディジタル信号処理における最適化技術を中心に，音声処理，画像処理への応用等につ

いて調査を行なった。この委員会では十分な調査を行えた反面，遠隔医療や 5G 技術など新しい技術の登場

により，分野ごとに異なる制約条件に適合した手法について継続的に調査を進める必要があること，また，

機械学習や圧縮センシング技術の進化によるディジタル信号処理の適用範囲拡大が予想されるため，その調

査が課題として残された。そのため，本調査専門委員会ではこれらについて継続的な調査を行なうと共に，

ハードウェアからアプリケーションまでを包括的に考慮したディジタル信号処理システムについて調査を行

なう。

ディジタル信号処理技術は国内では，電子情報通信学会における信号処理研究専門委員会をはじめとして

複数の委員会において調査活動が盛んに行なわれているが，電気学会では上記前身委員会の他，電子・情報・

システム部門における制御技術委員会における調査専門委員会が設置されている。海外では，IEEEのSignal 
Processing Society等複数のSociety，欧州ではEURASIP（EURopean Association for SIgnal Processing），
アジアではAPSIPA（Asia-Pacific Signal and Information Processing Association）が代表格として活動を

進めている。しかしながら，上記組織では個々の要素技術についての議論が中心となっており，システムと

しての包括的な議論は必ずしも十分ではない。そこで本委員会では上記組織とは異なり，個々の要素技術に

ついてのみならず，実装における課題や新しいアプリケーションの提案など，信号処理を用いたシステム技

術について調査検討を行なう。
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３．調査検討事項

 本調査専門委員会では，以下の調査検討項目を主な検討課題とする。

(1) システム技術におけるディジタル信号処理技術の最新研究動向の調査 
(2) 実装における課題や新たなハードウェア上で必要とされるであろう信号処理技術の調査 
(3) ディジタル信号処理技術を活用した応用技術創生動向の調査検討 

４．予想される効果

 ディジタル信号処理技術に関する最新の研究動向について調査し，使用されるハードウェアごと，応用領

域ごとに分かれて議論されていた情報の共有を図ることにより，ディジタル信号処理技術の新たな応用や研

究の方向性を探ることが期待できる。

５．調査期間

令和3年（2021年）1月～令和5年（2023年）12月 

７．活動予定

   委員会   4回程度／年 
   研究会   2回程度／年 

８．報告形態

  部門大会での企画セッション，もしくは研究会開催をもって報告とする予定である。




